
議第２号 特定生産緑地の指定について 

 

 生産緑地法第１０条の２の規定により、次のとおり特定生産緑地の指定を行う。 

 

 

 

 １ 指定内訳 

   指定面積：１２．５４ｈａ 

（令和４年１２月８日に申出基準日を迎える生産緑地１６．１３ｈａのうち約７７．８％） 

   指定地区数：６４地区 

   指定筆数：２６０筆 

 

※ 参考（令和３年６月時点） 

埼玉県内の平均指定意向は、約６８％（面積比） 

全国の平均指定意向は、約７５％（面積比） 

 

 ２ 指定の詳細 

   別添の「特定生産緑地指定一覧表」及び「特定生産緑地指定図」を参照 


